
○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
と
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
対
応

’
改
正
案
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律現

行

第
八
条
（
略
） 改

正
案 ｜

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

第
八
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
家
行

政
組
織
に
関
す
る
法
令
の
趣
旨
に
従

い
及
び
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
く
分
類
の
基
準
に
適
合
す
る
よ

う
に
、
か
つ
、
予
算
の
範
囲
内
で
、

及
び
人
事
院
の
意
見
を
聴
い
て
、
職

務
の
級
の
定
数
（
会
計
検
査
院
及
び

人
事
院
の
職
員
の
職
務
の
級
の
定
数

を
除
く
）
を
設
定
し
、
又
は
改
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
〆
’
一
の
場
合
に

お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
職
員

の
適
正
な
勤
務
条
件
の
確
保
の
観
点

か
ら
す
る
人
事
院
の
意
見
に
つ
い
て

は
、
１
分
に
尊
重
す
る
も
の
と
す
る

現

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

才〒
1J

－ 1 －



１
１
’
１

１

５
職
員
が
の
職
務
の
級
か
ら
他
の

幟
務
の
級
に
移
っ
た
場
合
（
指
定
職

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
他

２
～
４

誤＝一一

|略

５
職
員
が
山
職
務
の
級
か
ら
他
の

職
務
の
級
に
移
っ
た
場
合
（
指
定
蝋

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
他

２
人
事
院
は
、
国
家
行
政
組
織
に
関

…
る
法
令
の
趣
旨
に
従
い
、
及
び
第

人
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
分
類

の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
か
つ

・
予
算
の
範
囲
内
で
、
会
計
検
査
院

及
び
人
事
院
の
畷
員
の
職
務
の
級
の

定
数
を
設
定
し
又
は
改
定
す
る
こ

と
が
で
き
る

３
職
員
の
職
務
の
級
は
、
前
二
項
の

職
員
の
職
務
の
級
二
と
の
定
数
の
範

囲
内
で
、
か
つ
、
人
事
院
規
則
で
定

め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る

４
新
た
に
俸
給
表
（
指
定
職
俸
給
表

を
除
く
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

と
な
っ
た
者
の
号
俸
は
、
人
事
院
規

則
で
定
め
る
初
任
給
の
基
準
に
従
い

決
定
す
る

－2－



６
職
員
（
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
を
除
く
）
の
昇
給
は

、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
に
、
司

日
前
に
お
い
て
人
事
院
規
則
で
定
め

る
Ｈ
以
前
年
間
に
お
け
る
当
該
職

員
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
〃
、
う
も

の
と
す
る
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
日
の
翌
日
か
ら
昇
給
を
行
う
日
の

前
日
ま
で
の
間
に
当
該
職
員
が
国
家

公
務
員
法
第
八
Ｉ
皇
条
の
規
定
に
よ

る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院

規
則
で
定
め
る
事
由
に
該
当
し
た
と

の
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
一
一
と
と

な
っ
た
場
合
を
含
む
）
又
は
の

官
職
か
ら
同
じ
職
務
の
級
の
初
任
給

の
基
準
を
異
に
す
る
他
の
官
職
に
移

っ
た
場
合
に
お
け
る
号
俸
は
、
人
事

院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決

定
す
る

６
職
員
（
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
を
除
く
）
の
昇
給
は

、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
Ｈ
に
、
同

Ⅱ
前
に
お
い
て
人
事
院
規
則
で
定
め

る
日
以
前
年
間
に
お
け
る
そ
め
者

の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
行
う
も

山
と
す
る
ゞ
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
日
の
翌
旧
か
ら
昇
給
を
行
う
日
の

前
日
ま
で
の
間
に
当
該
職
員
が
国
家

公
務
員
法
第
八
Ｉ
二
条
の
規
定
に
上

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
し
一
Ｌ
て
人
事
院

規
則
で
定
防
る
事
由
に
該
当
し
た
と

る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
そ
の
他

山
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
を
含
む
｝
又
は
山

官
職
か
ら
同
じ
職
務
山
級
の
初
任
給

心
基
準
を
異
に
す
る
他
の
官
職
に
移

っ
た
場
合
に
お
け
る
号
俸
は
、
人
事

院
規
則
の
定
め
る
し
一
こ
ろ
に
よ
り
決

定
す
る

－3－



’
一

／

へ

略
、一口

き
ば
こ
れ
ら
の
事
由
を
附
せ
て
考

慮
す
る
も
の
と
す
る

一

７
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
（
次
項

各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
多
、
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
）
を
昇
給

さ
せ
る
か
否
か
及
び
昇
給
さ
せ
る
場

合
の
昇
給
の
号
俸
数
は
、
前
項
前
段

に
規
定
す
る
期
間
の
全
部
を
良
好
な

成
績
で
勤
務
し
、
か
つ
、
同
項
後
段

の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
職
員
の

昇
給
の
号
俸
数
を
四
号
俸
（
行
政
職

俸
給
表
愉
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で

そ
の
職
務
の
級
が
Ｌ
級
以
上
で
あ
る

も
の
並
び
に
同
表
及
び
専
門
ス
タ
”

フ
職
俸
給
表
以
外
㈹
各
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級

か
一
一
加
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人

事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て

は
三
号
倖
、
専
門
ス
タ
ン
プ
職
俸
給

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職

務
の
級
が
二
級
で
あ
る
も
の
に
あ
っ

き
は
、
こ
れ
ら
の
事
由
を
併
せ
て
考

慮
す
る
も
の
し
）
す
る

－4－



８
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
は
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
同

項
前
段
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る

｜給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
俸
数
は

、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
人
事
院
規
則

で
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
端

山
と
す
る

当
該
職
員
の
勤
務
成
績
が
当
該
各
号

に
定
駒
る
場
合
に
該
当
し
、
か
つ
、

同
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
場
合
に
限
り
／
打
う
も
の
と
し
、
昇

へ

I階
一

８
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
第
六

埴
の
規
定
に
よ
る
昇
給
は
当
該
各

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
同

唄
前
段
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る

そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
当
該
各
号

に
定
酌
る
場
合
に
該
当
し
か
つ
、

同
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
場
合
に
限
り
行
う
も
の
と
し
、
昇

給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
俸
数
は

、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
人
事
院
規
則

で
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も

の
‐
と
寸
ノ
ウ
。

て
は
ゞ
号
俸
）
と
す
る
こ
と
を
標
準

と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
基
准

に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る

五
’
五
歳
（
人
事
院
規
則
で
定

胡
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
ｈ
’
六

歳
以
上
の
年
齢
で
人
事
院
規
則
で

定
油
る
も
の
）
を
超
え
る
職
員
〈

専
門
ス
タ
ッ
フ
膿
俸
給
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級

－5－



Ｑ
〕
く
‐

（
略
）

Ⅲ
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す

川
職
員
の
昇
給
は
【
ｆ
算
の
範
囲
内

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

９
職
員
の
昇
給
は
、
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
俸
を
超

え
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

定
め
る

る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
昇
給
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で

級
が
二
級
又
は
四
級
で
あ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
務
の
級

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
防
る
場
合

ィ
二
級
特
に
良
好
で
あ
る
場

△
ｎ

口
四
級
極
め
て
良
好
で
あ
る

場
合

州
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の

刀
二
級
以
上
で
あ
る
も
め
を
除
く

）
特
に
良
好
で
あ
る
場
合

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適

－6－



第
五
条

額
は
、

【
検
察
官
に
は
適
用
な
し
｝

検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月

当
分
の
間
、
そ
の
者
の
年
齢

’
（
新
設
）

一
検
察
官
に
は
適
用
な
し
】

’

８
当
分
の
間
、
職
員
の
俸
給
月
額
は

、
当
該
職
昌
が
六
十
歳
（
次
の
各
号

吃
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第

項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。

）
の
俸
給
月
額
は
、
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ

る
俸
給
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給

月
額
の
う
ち
、
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
昌
が
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た

額
に
、
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

て
得
た
額
と
す
る
。

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

附

目|｜
′、」

吃
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
四

第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
、
指
定
職
俸
給
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
の
俸
給

月
額
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
俸

給
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る

俸
給
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す

る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

（
新
設
）
附

目|｜
／､』
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’

21
と
す
る
。

１
１

‐
３
（
略
）

の
端
数
為
副
詞
ｕ
割
Ｎ
ａ
割
引
観
訓
剴
刈
割
判
副

円
に
切
り
上
げ
る
も
ｑ
刈
引
劃
矧
Ｊ

て
得
た
額
（
到
謝
調
『
口
１
到
判
吋
別
調

が
六
十
三
年
に
達
し
た
剛
刎
割
剛
斗

一’ に’ １
割
刑
劉
調
到
司
矧
削
剥
司
口
判
例
剖

訓
卿
割
澗
周
詞
副
制
淘
呵
細
遡
釧
口

司
剰
矧
四
割
１
詞
到
劉
１
荊
句
凰
珂

剖
詞
川
圓
刎
制
珂
同
判
例
割
謝
制
司

科
到
酬
副
矧
鬮
口
呵
叫
矧
調
口
司
釧

い
う
。
）
以
後
、

割
引
ロ
画
矧
副
剰
矧
１
回
雪
ｕ
矧
則

正
す
る
法
律
（
制
剛
利
飼
剖
劉
飼
調

号
）
第
１
斜
刺
呵
到
珂
口
卿

口
巧

国
家
公
務
員
因
割
呵
訓
訓
劃
瑚

当
該
職
員
に
適
用

上Ii

l
言↓‐
11 .X

額
1. ’

－8－



一
不
要
》

9
二’ －’ 員

に
は
適
用
し
な
い
。

二’

’
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
の

職
員
及
び
常
勤
を
要
し
な
い
職
員

員’八
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
一
（
新
設
）

－
』
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員

よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る

超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
規
則

項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当

す
る
職
員
と
Ｌ
－
し
人
事
院
規
則
で

定
め
る
職
員

掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
Ｌ
’

う
ち
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職

八
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に

で
定
め
る
年
齢

令
和
三
脈
‐
旧
国
家
公
務
員
法
」

い
う
。
）
第
八
十
一
条
の
二
第
二

令
和
三
年
旧
国
家
公
務
員
法
第

臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に

令
和
三
年
旧
国
家
公
務
員
法
第

六
十
歳
を
超
え
六
十
四
歳
を

六
十
三
歳

レ
ー

－9－



第
五
条

２
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の

へ

略
、一

（
新
設
）

10
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
官
職

三’刑 |ﾉﾘ’
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
一
（
新
設
）

’
す
る
定
年
退
職
日
に
お
い
て
前
項

め
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員

第
八
卜
・
条
の
べ
第

’
Ｌ
第
一
項
又
は
詞
「
「
項
の
規
定
に

さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
管
理
監

を
除
く
）

規
則
で
定
め
る
職
員

職
員
六
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
（
同
法

督
職
を
占
弘
る
職
員

に
相
当
す
る
職
員
の
う
ち
人
事
院

よ
り
同
法
第
八
１
Ｌ
条
の
二
第

血
第
項
又
此
第
二
項
鈎
規
定
に

項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
を
延
長

雌
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の

国
家
公
務
員
法
第
八
１
１
条
の

国
家
公
務
員
法
第
八
‐
卜
ゞ
粂
の１

１
斗
ｔ
１
町
０
寸
寸
，
“
一
考
Ｉ

－ 10－



31
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給

す
る
．

る
も
の
と
す
る
。
）
と
特
定
日
に
そ

百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（

た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ

十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五

の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額

そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に

受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
者

二J－ 1

段｜額
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
そ
の
者
の

の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に

規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者

で
定
め
る
者
を
除
く

（
第
三
条
第
項
に
規
祠
制
剖
副
詞
則

〆～

略
一

五
十
円
未
満
の
端
数
を
生

）
に
は
、
当当I

ｌ
’
条
壬
降

任

と
な
る

間
、
特
定
日
以
後
、
附
則
第
八
項
の

額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と

る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
俸
給
月

ｌ
切
り
捨
て
、

て

得
圭
ノー

額

円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ

日
の
前
日
に
当
該
職
昌
が

当
該
職
昌
が

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百

ち
、
特
定
日
に
附
則
詞
川
項
肉
規
定

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う

日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動

。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の

に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
俸
給
月

二
項
に
お
い
て
「
異
動
日
」
と
い
う

た
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
十

割
引
画
割
引

当
該
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ

職
員
（
人
事
院
規
則
で
定
め

（
当
該
額
に
１
五
十
円
末

五
十
円
以
上
百
円
未
満

受
け
て
い

れ
た
職
員
で
あ
っ
て
Ｗ
１

|’

- 11 -



31

Ｉ
‐

第
五
条
（
略
）

２
（
略
）

一
不
要
一

前
項
の
準
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て

〈
新
設
）

121 111
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
昌
が
属
す
る

職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
俸
の

当
該
職
昌
が
属
す
る

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（

基
礎
俸
給
月
額
と
特
定
日
俸
給
月
額

給
月
額
」
と
す
る
。

俸
給
月
額
と
当
該該

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
条
第
三
項

第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

よ
り
当
該
職
昌
が
属
す
る
職
務
の
級

に
お
け
る
最
高
の
号
俸
の
俸
給
月
額

を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規

合
計
額
が
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に

す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

特
定
日
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当

給
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
俸
給
月
額
と

当
該
職
員
の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
い

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
６

規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
俸

’
異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
俸

前
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
額
と

職
員
の
受
け
る
俸

同
項
中
「II|

（
新
設
）

（
新
設
）

－ 12－



山一
不
要
》

者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ

、

同
項
〆、

削

り
ぜ｜

藍｜
｜祁口÷
ご’

Ｉ
し
て
士
丞
必
和
手
９
今
。

恥
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

か
、
Ｊ
同
准

131

’
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を

け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
三

俸
給
を
支
給
さ
れ
る
職
員
川
「
ｑ
掴
御

に
は
、
当
分
の
間
剖
訓
淵
司
呵
到

の’を
考
慮
し
て
｝

よ
る
俸
給
を
支
給
さ
れ
る
職
員
以
外

１
斗
リ
ス
匂
ｃ

ろ
に
よ
り
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ

１
１ ’
、
当
該
職
員
の
受
け
る
俸
給
月
額
の

て
算
出
し
た
額
を
俸
給
と
し
て
支
給

る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と

ほ
か
、

認
め
ら
れ
る
徹職

る
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て

項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
支
給
さ
れ

刺
る
職
員
で
あ
っ
て
、

附
則
第
十
項
又
は
前
項
の
規
定
に

人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ

員
に
は
、
当
分
の
間

附
則
第
十
項
に
規
定
す

一
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

任
用
の
事
情

人
事
院
規

職
員 、 ｜

同

（
一
新
設
）

L

－ 13－



’特
弔
六
桑
木

一
不
要
》

を
受
け
る
検
察
官
旧
対
す
る
検
察
庁

（
新
設
）

’

151 ｕ
附
則
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
前

項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
支
給
さ
れ

の
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

項
及
び
第
十
九
条
の
四
第
五
項
（
第

十
九
条
の
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
俸
給
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
俸

給
月
額
と
附
則
第
十
項
、
第
十
二
項

又
は
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給

〆ヘ

第

け
る
職
員
に
員
に

る
職
員
に
対
す
る
第
十
条
の

項
及
び
第
十
九
条
の
四
第
五

俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

’対
す
る
国
家
公
務
員
法

五
第
二

（
新
設
）

へ

新
二rL

p又
一

’

’
’ ’

- 14-



’
六
号
）
附
則
第
五
条
第
｜
項
」
と

、
国
家
公
務
員
法
第
八
十
九
条
第
↓

項
中
「
伴
引
降
給
」
と
あ
る
の
は
「

伴
う
降
給
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
淵
三
年
法
律

第
七
し
‐
」
ハ
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
す
る
↓

２
前
項
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察

官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ

い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の

と
す
る
↑

【
不
要
一

川
附
則
第
八
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
附
則
第
八
項
の

規
定
に
よ
る
俸
給
月
額
、
附
則
第
十

項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
そ
の
他
附
則

第
八
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
施

行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院

規
則
で
定
め
る
。

同
法
第
八
’
九
条
第
↓
項
中
「
伴
う

降
給
」
と
あ
る
の
は
「
伴
う
降
給
及

胡
・
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
降

給
と
す
る
㈹

（
新
設
）

－ 15－


